
四日市市立こども園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和６年３月１４日 

                   四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第１４号 

四日市市立こども園管理規則の一部を改正する規則 

四日市市立こども園管理規則（平成２９年四日市市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 

別表（第１２条関係） 

施設名 定員（人） 

（略） 

桜こども園 （略） 

富洲原こども園 １２１ 

八郷こども園 ８０ 

下野こども園 １００ 
 

 

 

改正前 

別表（第１２条関係） 

施設名 定員（人） 

（略）  

桜こども園 （略） 
 

 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（こども未来部保育幼稚園課） 

 


